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国民健康保険税国民健康保険税のの
税率が改定されまし税率が改定されましたた

平成２２年度平成２２年度のの
国民健康保険税国民健康保険税のの
納税通知書は納税通知書は、、

７月１２７月１２日日（月）（月）に発送に発送

　国民健康保険（国保）の財政は、加入者の高齢化が進んでいることなどから、医療費の支出が増える一方で、国民健康保険税（国保
税）の収入が伸び悩んでおり、たいへん厳しい状況が続いています。また、平成２２年度は、平成２０年度から始まった前期高齢者交付金
の精算により収入が大きく減り、国保税の税率などを前年度並みに据え置くと、医療費の支払いのための財源が約６億円不足する見込
みとなりました。
　このため一般会計繰入金を前年度に比べ４億７，５００万円増やして２１億５００万円とし、なお、不足する１億１，３００万円余りについては、国
保税の税率を引き上げて、被保険者の皆さんにも負担をお願いすることになりました。ご理解とご協力をお願いします。なお、改定に
あわせて、低所得世帯への国保税の減額制度の拡充と非自発的失業者への軽減措置が実施されます。
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　前期高齢者交付金は、６５歳から７４歳までの加入者の医療費など
に充てられます。２年前（平成２０年度）に過大交付された交付金
が、平成２２年度の交付金から精算により差し引かれるため、財源
不足が拡大する見込みです。

平成２２年度の国保の歳入予算内訳
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医療保険分
毅所得割額（所得に応じた負担分）の税率の引き上げ
毅資産割額（固定資産税額に応じた負担分）の税率の引き下げ
毅均等割額（加入者１人当たりの定額負担分）の引き上げ
毅平等割額（世帯ごとの定額負担分）の引き下げ
すべての区分
毅課税限度額の引き上げ

平成２２年度以降平成２１年度区　　　　　分
４．３０％３．６１％所 得 割 額

医療保険分

１２．００％１９．９５％資 産 割 額
１万７，１００円

（平成２２年度は１万４，８００円）１万１，５００円均 等 割 額

６，０００円８，０００円平 等 割 額
５０万円４７万円課税限度額

１．６５％（変更なし）１．６５％所 得 割 額
後期高齢者支援金分 ９，６００円（変更なし）９，６００円均 等 割 額

１３万円１２万円課税限度額
１．２０％（変更なし）１．２０％所 得 割 額

介護保険分
（４０歳～６４歳の方のみ） １４，９００円（変更なし）１４，９００円均 等 割 額

１０万円９万円課税限度額

低所得世帯への減額制度の拡充
　世帯主と加入者の総所得金額等が一定額以下の世帯に対して、均等割額と平等割額を
減額する制度です。

減額割合
世帯の総所得金額等

平成２２年度以降平成２１年度
７割６割３３万円以下

５割４割３３万円＋加入者数等（世帯主を除く）
×２４万５，０００円以下

２割軽減なし３３万円＋加入者数等×３５万円以下

　解雇・倒産・雇い止めなどによりやむなく失業し、国保に加入された方に、新たな軽減措
置が導入されました（国保加入中にやむなく失業した方も含む）。
対　　象　次のすべてに該当する方
　　　　　○離職時の年齢が６４歳以下
　　　　　○離職日が平成２１年３月３１日以降
　　　　　○「雇用保険受給資格者証」の離職理由番号が、
　　　　　　１１、１２、２１、２２、２３、３１、３２、３３、３４のいずれか
軽減期間　平成２２年４月以降で、離職の翌日の翌年度末まで
軽減内容　国保税の計算において、該当者の前年の給与所得を１００分の３０として算定
申告方法　雇用保険受給資格者証と国民健康被保険者証を保険年金課（市役所１階）または

東部・西部出張所へ持参

非自発的失業者への軽減措置の導入
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○前期高齢者交付金の精算……………………………

一般会計繰入金の推移

煙減額割合の引き
上げ
煙２割減額の新設

１人当たりの医
療費は加入者の
高齢化や医療の
高度化などから
増加していま
す。

平成２２年度の国保の
事業予算１５５億７千
万円のうち、加入者
が負担する国保税
は、全体の２４．３％と
なっています。

拡充の内容

給与以外の所得がある
場合や別の加入者の所
得状況などにより、軽
減とならないことがあ
ります。

１人当たりの国
保税の収納額が
伸び悩んでいま
す。
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